
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
⑥農林水産業における物価
高騰対策支援

畜産農家支援事業

①飼料価格高騰の影響を受けた経営者に対し、事業の継続を目的に支
援金を交付する。
②畜産業経営者への支援金
③補助額：令和3年4月の価格を基準として令和7年4月時点の畜産飼料
価格高騰分に係る経費の差額の4分の1(上限100万円)
　総額 9,500千円
　1,000千円×95件＝9,500千円
④販売実績がある市内畜産農家

R7.8 R8.3

2
⑥農林水産業における物価
高騰対策支援

施設園芸農家支援事業

①原油等価格高騰の影響を受けた施設園芸生産者に対し、事業の継続
を目的に支援金を交付する。
②施設園芸生産者への支援金
③補助額：令和2年4月の価格を基準として令和7年4月の施設運転燃料
価格高騰分に係る経費の差額の4分の1(上限100万円)
　総額 2,000千円
　1,000千円×20件＝2,000千円
④販売実績がある施設園芸生産者（野菜・花き等）

R7.6 R8.3

3
⑥農林水産業における物価
高騰対策支援

肥料高騰対策支援事業

①肥料価格高騰の影響を受けた経営者に対し、事業の継続を目的に支
援金を交付する。
②農業経営者への支援金（肥料価格高騰に係る購入経費の一部補助）
及び交付業務に必要な事務費
③補助額
(1)支援金 ＝ 27,284千円
　・作付面積に応じた支援（水稲全般、麦、黒大豆、野菜・花き及びその
他作物）
　　例：水稲全般1,720　麦2,520　黒大豆1,670　野菜3,400円/10ａ
(2)消耗品費（封筒、用紙、コピー代等） ＝ 200千円
(3)郵便料 ＝440千円
   ・案内通知@110円×1,900通
　 ・返信用封筒＠110円×200通
   ・決定通知@110円×1,900通
(4） 会計年度職員（6か月分）　1,783千円
④市内に住所を有し令和7年度に10aを超える水稲を作付または、水稲
以外を栽培し販売した農業者　1,900人　（申請期間：R7.10～R8.1）

R7.7 R8.3

4
⑥農林水産業における物価
高騰対策支援

肥料転換支援事業

①化学肥料の高騰により経営が圧迫されている農業者の負担を軽減す
るとともに、事業を安定的に継続することができるよう、　価格が安定し
ている堆肥等への転換を進めるための交付金を交付する。
②農業経営者への支援金（堆肥等散布に要した経費の一部補助）
③補助額：2,720円/ｔ×堆肥等購入量、または、堆肥等購入費の3分の2
を比較し、安価な額を上限とする。
　2,600ｔ×2,720円　＝　7,072千円
④市内に住所を有し、R7.4.1～R8.1.31までに2ｔ以上の堆肥又は汚泥肥
料を購入した生産農家（申請期間：R7.11～R8.2）

R7.6 R8.3

5
⑥農林水産業における物価
高騰対策支援

水産事業者支援事業

①飼料価格高騰の影響を受けた経営者に対し、事業の継続を目的に支
援金を交付する。
②水産事業者への支援金
③補助額：令和3年4月の価格を基準として令和7年4月の水産飼料価格
高騰分に係る経費の差額の4分の1(上限50万円)
　総額：1,000千円
　500千円×20件＝1,000千円
④販売実績がある市内水産事業者

R7.6 R8.3

6
⑦中小企業等に対するエネ
ルギー価格高騰対策支援

中小企業等省エネ設備導入支援事業

①物価高騰の影響を受けた市内事業者を支援するため、省エネ設備へ
の更新に要する経費の一部を助成することで、コスト削減と環境負荷の
低減を図る。
②LED照明設備の更新に要する経費、省エネ設備更新に要する経費、
省エネ診断士の結果報告書に基づく省エネ設備導入経費、消耗品費
（事業啓発にかかる費用）、事業事務に係る会計年度職員人件費
③補助額：20,000千円（1,000千円×20件） ※補助率：1/5
　 消耗品費　47千円
　 会計年度任用職員人件費（9か月）　2,946千円
④市内事業者

R7.4 R8.3
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7
⑤医療・介護・保育施設、学
校施設、公衆浴場等に対す
る物価高騰対策支援

教育・保育施設等給食経費負担軽減事業
（公立保育所・こども園）

①食材費等の高騰が進む中、公立保育所・こども園の給食費を増額せ
ずに給食材料費をまかなうことで、子育て世帯の保護者の経済的負担
軽減を図る。
②食材費高騰分に係る給食材料費（職員分を除く）
③82円（高騰額）×入園所人数×給食日数
　 給食日数190日の園所等 3箇所 計46人
　 給食日数290日の園所等 4箇所 計195人　総額 5,354千円
④公立保育所・こども園（子育て世帯の保護者）

R7.4 R8.3

8
⑤医療・介護・保育施設、学
校施設、公衆浴場等に対す
る物価高騰対策支援

小中学校等給食経費負担軽減事業

①食材費等の高騰が進む中、小中学校等の給食費を増額せずに給食
材料費をまかなうことで、子育て世帯の保護者の経済的負担軽減を図
る。
②食材費高騰分に係る給食材料費（職員分を除く）
③給食費総額185,443千円のうち、食材費高騰分にあたる23,800千円
④子育て世帯（小中学校等に通う児童・生徒）の保護者

R7.4 R8.3

9
③消費下支え等を通じた生
活者支援

防犯カメラ設置促進事業

①物価高騰の影響で増加する空き巣等の犯罪抑止、あるいは地域住民
の防犯意識の高まりを踏まえた防犯対策強化支援を行うため、自治会
が購入・設置する防犯カメラ費用の一部を補助する。
②自治会等が設置する防犯カメラの設置に関する経費
　設置費用180,000円を想定し、その費用の2/3の120,000円を上限として
補助する。
③補助額：1基あたり上限120千円
　 補助率：2/3以内
　 40基×120,000円＝4,800,000円
④自治会等

R7.4 R8.3

10
⑤医療・介護・保育施設、学
校施設、公衆浴場等に対す
る物価高騰対策支援

教育・保育施設等給食経費負担軽減事業
（私立保育所・こども園）

①食材費等の高騰が進む中、私立保育所・こども園が給食費を増額せ
ずに給食対応できるよう、食材費高騰分を支援することで、子育て世帯
の保護者の経済的負担軽減を図る。
②食材費高騰分に係る給食材料費（職員分を除く）
③56円（高騰額）×入園所人数×給食日数
　 給食日数290日の園所等 9園所 計516人
　 給食日数190日の園所等 5園所 計55人
④私立保育所・こども園（子育て世帯の保護者）

R7.4 R8.3

11
⑤医療・介護・保育施設、学
校施設、公衆浴場等に対す
る物価高騰対策支援

介護・障害福祉サービス事業所食材価格
高騰対策支援事業（介護サービス事業所）

①食材費等の価格が高騰する中、介護サービスを提供する入所・通所
事業所に対し、提供される食事などの経費負担の軽減と利用者食事負
担金への影響を支援するための支援金を支給する。
②事業所への支援金
③支援金　全施設合計　9,152千円
　【入所系施設】@10,400円×定員732人（市内20施設合計）＝7,612,800
円
　【通所系施設】@2,600円×定員592人（市内27施設合計）＝1,539,200円
④市内介護サービス事業所

R7.9 R8.3

12
⑤医療・介護・保育施設、学
校施設、公衆浴場等に対す
る物価高騰対策支援

介護・障害福祉サービス事業所食材価格
高騰対策支援事業（障害福祉サービス事
業所）

①食材費等の価格が高騰する中、障害福祉サービスを提供する入所・
通所事業所に対し、提供される食事などの経費負担の軽減と利用者食
事負担金への影響を支援するための支援金を支給する。
②事業所への支援金
③支援金　全施設合計　2,329千円
　【入所系施設】@10,400円×定員158人（市内７施設合計）＝1,643,200
円
　【通所系施設】@2,600円×定員264人（市内17施設合計）＝686,400円
④市内障害福祉サービス事業所

R7.9 R8.3


